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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月

売上高 （千円） 7,785,719 8,552,708 11,933,325 16,808,769

経常利益 （千円） 270,464 491,959 790,226 953,157

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 147,577 293,680 523,133 635,902

包括利益 （千円） 156,773 310,752 536,964 649,334

純資産額 （千円） 444,614 714,103 2,085,991 2,745,245

総資産額 （千円） 2,424,829 2,721,961 4,299,007 5,686,995

１株当たり純資産額 （円） 47.92 76.27 207.53 260.32

１株当たり当期純利益金額 （円） 16.62 33.07 56.36 64.59

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － 53.47 63.39

自己資本比率 （％） 17.55 24.88 47.34 47.15

自己資本利益率 （％） 40.92 53.26 38.57 26.96

株価収益率 （倍） － － 49.96 56.97

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 85,376 623,082 721,788 585,282

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △201,766 △159,525 △129,352 △171,795

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 219,846 △413,471 834,942 35,756

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 733,306 783,392 2,210,770 2,661,915

従業員数
（人）

204 210 221 255

（外、平均臨時雇用者数） (21) (10) (18) (12)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社は平成29年７月12日に東京証券取引所

マザーズに上場したため、新規上場日から第９期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しており

ます。

４．第７期及び第８期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。

５．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルプ

への出向者を含む。）であり、従業員数欄の（　）外書きは、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社

員、アルバイト及びパートタイマーを含む。）の年間の平均雇用人員です。

６．第７期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51

年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任

あずさ監査法人の監査を受けております。

７．当社は、平成29年４月27日付で普通株式２株につき１株とする株式併合を行っております。第７期の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額を算定しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月

売上高 （千円） 7,207,917 7,465,137 7,930,615 11,195,008 15,947,765

経常利益 （千円） 140,730 234,169 310,280 525,866 729,626

当期純利益 （千円） 89,487 144,660 186,085 361,926 515,241

資本金 （千円） 50,000 50,000 50,000 495,522 573,923

発行済株式総数 （株） 17,760,000 17,760,000 17,760,000 9,807,000 10,300,750

純資産額 （千円） 310,792 428,635 574,141 1,770,507 2,379,396

総資産額 （千円） 1,811,400 2,333,263 2,487,639 3,864,924 5,219,864

１株当たり純資産額 （円） 17.50 48.27 64.50 180.43 230.97

１株当たり配当額
（円）

1.51 2.40 3.14 6.28 10.00

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 5.04 16.29 20.96 38.99 52.33

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － 36.99 51.36

自己資本比率 （％） 17.16 18.37 23.03 45.78 45.58

自己資本利益率 （％） 33.08 39.13 37.16 30.90 34.91

株価収益率 （倍） － － － 72.22 70.32

配当性向 （％） 29.97 29.47 29.97 16.11 19.11

従業員数
（人）

142 166 164 174 190

（外、平均臨時雇用者数） (11) (6) (8) (15) (6)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期及び第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社は平成29年７月12日に東京証券取引所

マザーズに上場したため、新規上場日から第９期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しており

ます。

４．第６期から第８期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

５．従業員数は就業人員（当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む。）であり、従

業員数欄の（　）外書きは、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員、アルバイト及びパートタイマー

を含む。）の年間の平均雇用人員です。

６．第７期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ

監査法人の監査を受けております。

なお、第６期については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を

記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく有限

責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。

７．当社は、平成29年４月27日付で普通株式２株につき１株とする株式併合を行っております。第７期の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２【沿革】

　当社は、平成21年12月に株式会社オプト（現株式会社オプトホールディング）の100％子会社として、SMB（Small

and Medium Business／中堅・中小企業）市場へインターネット・ビジネスの支援サービスを提供する目的で設立に

至り、平成22年２月より営業を開始しました。

　当社グループの現在までの沿革は以下のとおりです。

 

平成21年12月 東京都千代田区に当社設立

名古屋営業所を愛知県名古屋市中区に開設

福岡営業所を福岡県福岡市中央区に開設

平成22年２月 営業開始

平成23年２月 横浜営業所を神奈川県横浜市西区に開設

 大宮営業所を埼玉県さいたま市大宮区に開設

平成23年３月 新潟営業所を新潟県新潟市中央区に開設

 静岡営業所を静岡県静岡市葵区に開設

平成23年７月 大阪営業所を大阪府大阪市北区に開設

平成24年１月 福井営業所を福井県福井市に開設

平成24年３月 株式会社オプト（現株式会社オプトホールディング）より、株式会社サーチライフの全株式を取

得し子会社化

平成24年10月 神戸営業所を兵庫県神戸市中央区に開設

平成25年４月 マーケティング・テクノロジー事業分野の体制強化を目的に株式会社テクロコを設立

平成25年６月 株式会社サーチライフがヤフー株式会社に第三者割当増資を実施

平成25年10月 札幌営業所を北海道札幌市中央区に開設

平成25年11月 地方企業への販促サービス提供を目的に、株式会社電通デジタル・ネットワークスへ資本参加

平成26年４月 京都営業所を京都府京都市下京区に開設

平成27年３月 中堅・中小企業及び成長企業向け人材支援サービス提供を目的に、株式会社グロウスギアを設立

平成27年７月 ICT利活用による中小・地方企業の販売力強化を目的とする「一般社団法人中小・地方・成長企

業のためのネット利活用による販路開拓協議会」設立に発起人、賛助会員として参画

平成28年１月 業容拡大を目的に、ヤフー株式会社と業務提携

平成29年７月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成30年１月 一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会を子会社化

平成30年６月 仙台営業所を宮城県仙台市青葉区に開設

平成30年12月 業容拡大を目的にLINE株式会社と業務提携

平成31年１月

平成31年３月

KASOKU株式会社を設立

東京証券取引所市場第一部に指定
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３【事業の内容】

当社グループは、当連結会計年度末現在において当社及び連結子会社４社により構成されております。なお、セグ

メントにつきましては単一セグメント（ネットビジネス支援事業）としております。

 

当社グループは、SMB市場において主にインターネットを利活用して販売を促進し事業を拡大させたい地方及び中

堅・中小企業に対して、ネットビジネス支援事業を展開しており、ネットビジネスにおける「Webマーケティング支

援（インターネット広告販売代理等）」、「HR支援（人的資源の調達・教育研修）」及び「IT化支援（人工知能技術

を活用したツールの導入等）」のサービスを提供しております。

 

当社グループの事業系統図は、以下のとおりとなります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

(％)

関係内容

（親会社）      

株式会社オプトホール

ディング　（注）１
東京都千代田区 8,212,254

グループの戦略立案及び

実行並びに子会社の管理

（被所有）

57.4
役員の受入２名

（連結子会社）      

株式会社サーチライフ　

（注）２
東京都千代田区 29,000

販売代理、運用代理及び

研修

（所有）

80.0

役員の兼任２名

管理部門の業務受託

株式会社テクロコ 東京都千代田区 45,000 システム開発
（所有）

100.0

役員の兼任４名

管理部門の業務受託

株式会社グロウスギア 東京都千代田区 40,000 人材紹介
（所有）

100.0

役員の兼任３名

管理部門の業務受託

一般社団法人中小・地

方・成長企業のための

ネット利活用による販路

開拓協議会　（注）３

東京都千代田区 ―
ネット利活用による販売

支援・啓発
―

役員の兼任４名

管理部門の業務受託

　（注）１．有価証券報告書提出会社です。

２．平成31年１月１日を効力発生日として自己株式を取得しており、提出日現在は当社が同社の議決権の100％

を保有しております。

３．理事の派遣を通じて実質的に支配しているため子会社としたものであります。

４．特定子会社はありません。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成30年12月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（名）

ネットビジネス支援事業 226 （10）

全社（共通） 29 （２）

合計 255 （12）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー

プへの出向者を含む。）であり、従業員数欄の（　）外書きは、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社

員、アルバイト及びパートタイマーを含む。）の年間の平均雇用人員です。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、コーポレート部門に所属しているものです。

 

(2）提出会社の状況

平成30年12月31日現在
 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

190 （６） 32.1 3.4 4,821

 

セグメントの名称 従業員数（名）

ネットビジネス支援事業 161 （４）

全社（共通） 29 （２）

合計 190 （６）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む。）であり、従

業員数欄の（　）外書きは、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員、アルバイト及びパートタイマー

を含む。）の年間の平均雇用人員です。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、コーポレート部門に所属しているものです。

 

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであり、その達成

を保証するものではありません。

 

(1）経営方針

当社グループは、「中小・ベンチャー企業が咲き誇る国へ。」という経営理念のもと、潜在能力のある地

方及び中堅・中小企業が抱えている課題を解決するために、「Webマーケティング支援（インターネット広告

販売代理等）」、「HR支援（人的資源の調達・教育研修）」、「IT化支援（人工知能技術を活用したツール

の導入等）」等の各種サービスを通して事業を展開し、当社株主を含むステークホルダーの利益の最大化に

貢献することを経営方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

当社グループの重視する経営指標は、売上高及び営業利益の２つとなります。中期においては、売上高、

営業利益ともに、わが国におけるインターネット広告費の伸び率を超える水準で成長することを目標として

おります。

 

(3）経営環境及び中長期的な会社の経営戦略

当社グループの事業の柱である、Webマーケティング支援サービスにおける外部環境を見ると、わが国のイ

ンターネット広告費は平成26年以降５年連続で10%を超える成長を記録しており（注１）、継続的に増加傾向

にあります。一方で、平成29年における広告費全体に占めるインターネット広告費の割合は、東京都におい

ては18.2%であるのに対し東京都以外の地域においては6.1%にとどまっており（注２）、地方においてはさら

に成長余地があるものと認識しております。

当社グループは、主要事業であるWebマーケティング支援サービスを中心に、市場規模の伸び率を上回る成

長を図ってまいります。一方、従来のWebマーケティング支援サービスは、労働集約的な側面が比較的強く、

今後の労働人口の減少等も鑑み、テクノロジーにより生産性を向上させることを目的として、ソフトウェア

(SaaS)に係るサービスも強化し、当社における主要な事業へと育成してまいります。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループといたしましては、上述しております経営方針を実現するための経営戦略を遂行し、売上高

及び営業利益を主な財務上の指標とします。これらの指標を向上させるためには、顧客数及び顧客当たり取

引高だけでなく、サービス提供のための効率性及び生産性を向上させることが事業上の重要な課題として認

識しております。

また、このような課題の解決に向けた、①適切で迅速な意思決定、②人材の獲得、戦力化及び組織力の強

化、③メディア及びアライアンスパートナーとの提携関係の強化、④取扱広告商品及び自社商品ラインナッ

プの拡充、⑤社内生産性・効率性の向上のためのシステム投資、⑥安全なサービス提供のための情報セキュ

リティ体制の更なる整備等が主な事業上の課題と認識しております。

さらに、財務基盤の安定性を維持しながら、このような事業上の課題を解決するための投資資金を確保

し、新たな事業創出の投資等のために機動的な資金調達を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適

切なバランスを模索していくことが、財務上の課題として認識しております。

 

（注１）出典：株式会社電通「2018年 日本の広告費」

（注２）出典：経済産業省「平成29年 特定サービス産業実態調査報告書 広告業編」
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２【事業等のリスク】

以下に、当社グループの事業展開上、リスク要因となり得る主な事項を記載しております。また、当社は、当社グ

ループでコントロールできない外部要因や、リスクとして具体化・顕在化する可能性が必ずしも高くないとみられる

事項を含め、投資家の投資判断上、重要と考えられる事項については、積極的に開示することとしております。

当社グループは、これらのリスクが発生する可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生時の対応に努める

方針でありますが、当社の経営及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討したうえで行われる

必要があるものと考えております。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。

 

(1）事業環境について

① インターネット広告市場や広告販売代理事業の動向及び競争環境について

当社グループは、インターネット市場の拡大、インターネット利用者の増加、EC化率の上昇、スマートデバイス

の普及、企業の経済活動におけるインターネット利用の増加により成長を続けてまいりました。このような傾向は

今後も継続していくと考えておりますが、インターネット広告市場やその中で行う広告販売代理事業は、一般的に

景気変動の影響を受けやすい傾向があります。そのため景況が悪化した場合には、当社グループの財政状態及び経

営成績等に影響を与える可能性があります。

また、依然として激しい競争環境の中で、当社グループは競争優位性を維持し高めるべく様々な施策を講じてお

ります。しかしながら、必ずしもこのような施策が奏功し競争優位性の維持・向上につながるとは限らず、新規顧

客獲得効率の悪化や既存顧客との取引が終了する場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与え

る可能性があります。

② 季節要因による業績変動について

当社グループは、EC化が進むなかでインターネットを活用した年末年始商戦が活況となり、インターネット広告

市場もこの影響を受ける傾向にあることから、第４四半期における売上高の構成比が高くなっております。このよ

うな傾向は今後も継続していくものと考えられるため、一時的にでも景況が悪化した場合には、当社グループの財

政状態及び経営成績等に影響を与える場合があります。

③ EC市場における今後の展開について

当社グループは、EC市場を主な事業領域としており、同市場が引き続き拡大することが成長のための基本的な前

提と考えております。そのため、EC化率の上昇は当社グループが今後も持続的に成長を続けていくうえで重要な要

素となっております。

しかしながら、EC市場を巡る新たな規制の導入や何らかの予期せぬ要因により、当社グループの期待どおりにEC

化率の上昇がみられない場合には、当社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

 

(2）事業内容について

① 特定仕入先の依存について

当社のインターネット広告代理事業においては、ヤフー株式会社及びグーグル合同会社からの仕入に大きく依存

しております。両社以外のメディアから新しい広告商材を仕入れて取り扱うこと等の取り組みは継続しております

が、何らかの事情により両社からの仕入が滞るような状況となった場合、当社グループのサービスに対する需要が

減退すること等により、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。

② 与信管理と債権回収について

当社グループは、取引開始の事前に与信調査を行うとともに、取引開始後も継続的に与信調査を行っております

が、通常予測しえない何らかの事情により、顧客の信用力が急激に悪化し、債権回収の不調等による経済的損失が

発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。

③ 営業拠点及び事業の展開等について

当社グループでは、全国各地に多数の営業拠点を展開し、当社グループの顧客に対する営業活動及び地方の中

堅・中小企業開拓等を行っております。インターネットモール出店数やネット広告出稿規模等から複合的に判断し

た計画に基づいて営業拠点を展開し、事業を展開しておりますが、何らかの理由により営業拠点の展開に遅れが生

じたり困難となったりした場合には、営業拠点や事業の展開が計画どおりには進捗しない可能性があります。

また、全国への営業拠点展開の一環として、各地域の有力企業と業務提携を進めることも視野に入れておりま

す。業務提携に当たっては、当該業務提携先の信用力及び評判等について慎重かつ綿密な調査を行いますが、当該

業務提携先の将来の状況や各ステークホルダーとの関係によっては、営業拠点及び事業の進出や撤退に制限が生

じ、当社グループの事業展開や業績等に影響を与える可能性があります。

④ 新規事業について

当社グループは、販売代行サービス（当社）や当社グループの顧客に対してＷｅｂマーケティング担当者の転職

を支援する人材開発サービス（株式会社グロウスギア）等、新規事業の創出と育成に取り組んでおります。また、

クラウドファンディングを活用して、地方、中堅・中小及びベンチャー企業の新規事業支援を展開することを目的
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とした新規事業（KASOKU株式会社）に新たに取り組んでおります。当社グループは、今後も持続的な成長を実現す

るために、新規事業の創出と育成に取り組んでいきたいと考えております。

しかしながら、新規事業を遂行していく過程では、急激な事業環境の変化をはじめとして様々な予測困難なリス

クが発生する可能性があります。その結果、当初の事業計画を達成できない場合は、当社グループの事業展開及び

業績等に影響を与える可能性があります。

 

(3）組織体制について

① 代表取締役会長への依存について

当社グループの創業者は、代表取締役会長である荻原猛であります。同氏は、専門的な知識、技術及び経験を数

多く有しており、当社設立以来、経営方針や経営戦略の決定等の事業運営において重要な役割を果たしておりま

す。

当社グループは、特定の役職員に依存しない組織的な経営体制の構築に努め、ネットメディア業界における豊富

な知見と人脈を持つ荒波修が代表取締役社長に就任することにより、取締役体制を強化しておりますが、荻原猛に

何らかの理由によって不測の事態が生じた場合、又は、同氏が早期に退任するような事態が発生した場合には、当

社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

② 人材採用育成について

当社グループは、事業の拡大や新規事業への進出を行っていくなかで、人材の採用及び育成を重要な経営課題と

捉えており、人材の採用及び育成に関する各種施策を継続的に講じております。しかしながら、優秀な人材を十分

に確保することが困難となった場合や、急激な人員増加により当社グループの各事業現場において運営に大きな支

障が生じるような場合には、当社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

③ 業容の拡大に伴う内部管理体制の充実について

当社グループは、事業の適切で効率的な運営のため、内部管理体制の一層の充実を図っておりますが、業容の急

拡大により、必要な人員の確保ができなかったり、管理体制の整備に遅れが生じてしまったりする等、内部管理体

制の充実を図れない場合には、当社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

 

(4）親会社との関係について

① 親会社との資本関係について

当連結会計年度末現在、当社の発行済株式総数（普通株式）の57.4％を株式会社オプトホールディングが保有し

ております。

当社は、同社の承認を必要とする取引や業務は存在せず、事業における制約もなく、独立した意思決定による独

自の経営を行っておりますが、議決権比率の観点から、定款の変更、取締役及び監査役の選解任、合併等の組織再

編行為、重要な資産・事業の譲渡及び剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、同社による議決

権行使が当社の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

② 親会社との取引について

当社グループと株式会社オプトホールディングとの取引は僅少でありますが、同社との取引にあたりましては、

独立当事者間取引として公正な条件により行われております。親会社等からの独立性確保の観点も踏まえ、同社と

の重要な取引については、管理部門における取引開始時の確認や、監査役監査や内部監査における事後確認を行う

とともに、取締役会に対して定期的な報告を行う等、同社との取引における健全性及び適正性確保の仕組みを整備

しております。

 

(5）その他

① 自然災害等について

地震や台風等の自然災害、戦争・紛争やテロ攻撃といった事象が発生した場合、当社グループの事業が大きな影

響を受け、混乱状態に陥る可能性があります。当社グループは、こうした自然災害等が発生した場合には、適切か

つ速やかに危機管理対策、復旧対応を行うよう努めておりますが、自然災害、コンピューターシステムの停止、

データーベースの漏洩・消失等により、当社グループの事業活動の停止のみならず、物的・人的な損害等が発生す

る可能性があり、その場合には当社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

② 風評被害や不適切な業務遂行について

当社グループ及び当社グループが属するインターネット広告販売代理業界に対して何らかの否定的な風評が広

まった場合や、当社の役職員による機密情報の漏洩、事務処理のミス、不当な労務管理、取引先とのトラブル、そ

の他不正・不適切な行為等が発生した場合には、当社の信用や事業の信頼が低下する可能性があります。
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当社は、倫理規程の周知やコンプライアンス研修の実施により役職員のコンプライアンス意識を醸成し、リスク

管理及び危機管理規程に基きリスク発生の未然防止やリスク発生時の対応を行いますが、それにも関わらず役職員

による不正・不適切な行為が発生したり、否定的な風評が広まったりした場合には、顧客離れが生じるなどし、当

社グループの事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

③ 法的規制について

当社グループは、景品表示法、薬機法、医療広告ガイドライン等の法令規則及び諸規制の適用を受けておりま

す。今後、適用を受けている法令の改正や新たな法令の制定等が行われ、既存の法令等の解釈に変化が生じたり、

又は法令等に準ずる位置付けで業界内の自主規制が制定されその遵守を求められたりするような状況が生じた場合

には、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。

④ 個人情報の漏洩について

当社グループは事業遂行上、個人情報保護法の適用を受ける顧客の個人情報等を取得することがあります。当社

グループでは個人情報の取得・利用・管理・廃棄等に関して管理者を定めるなど、情報管理には万全を期しており

ますが、外部からの不正アクセスや業務上の過失等により、万一情報漏えい等の事故が発生した場合には、当社グ

ループの社会的信用が失われ、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。

⑤ 情報セキュリティについて

コンピューターウイルスの混入、外部からの不正な手段によるコンピューター内への侵入、役職員の過誤等によ

る社内インフラの停止、重要なデータの消去又は不正流出等の事態が発生した場合には、当社グループに直接的・

間接的な損害が発生する可能性があるほか、当社グループが提供するサービスへの信頼の低下等、当社グループの

事業展開及び業績等に影響を与える可能性があります。

⑥ 新株予約権について

当社グループは、企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社グループの業績向上に対する役職

員の意欲を高めることを目的として、新株予約権を発行しております。当連結会計年度末現在、発行済株式総数

（普通株式）に対する新株予約権の割合は1.95％となっており、今後これらの新株予約権が行使された場合には、

当社グループの１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識

及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

（１）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して

おります。この連結財務諸表の作成にあたり、当社グループが採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状

況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に

記載のとおりです。

なお、連結財務諸表には、将来に対する見積り等が含まれておりますが、これらは、当連結会計年度末現在に

おける判断によるものです。このような将来に対する見積り等は、過去の実績や趨勢に基づき可能な限り合理的

に判断したものですが、判断時には予期し得なかった事象等の発生により、結果とは異なる可能性があります。

 

（２）財政状態

（資産）

当連結会計年度末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べて1,387,988千円増加し、5,686,995千円と

なりました。これは主に事業拡大による売上の増加に伴い、受取手形及び売掛金が862,694千円、現金及び預金

が451,144千円それぞれ増加したことによるものであります。

（負債）

当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べて728,734千円増加し、2,941,750千円とな

りました。これは主に事業拡大による仕入債務の増加に伴い、買掛金が679,172千円増加したことによるもので

あります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて659,254千円増加し、2,745,245千円とな

りました。これは主に利益剰余金が490,198千円増加したこと並びにストック・オプションとして発行した新株

予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ78,400千円増加したことによるものであります。

 

（３）経営成績

わが国の総広告費は前年比102.2％の６兆5,300億円と、平成24年より７年連続で拡大しております。インター

ネット広告においては、前年比116.5％の１兆7,589億円となり、総広告費に対して26.9％を占めるに至りました。

中でも、運用型広告費は前年比122.5％の１兆1,518億円まで大きく伸長し、インターネット広告媒体費１兆4,480

億円全体の79.5％を占める規模となりました。（注１）また、地域別の動向に着目すると、インターネット広告の

売上高は東京都で１兆15億円、東京都以外（46道府県）で1,692億円ですが、東京都以外の売上高は前回調査（平

成28年発表）から40％強の成長が観測され、当社が注力する地方におけるインターネット広告の成長は顕著となっ

ております。（注２）

また、有効求人倍率についても依然として高い水準（平成31年１月 1.63倍（注３））で推移しており、「AI

（Artificial Intelligence）」や「RPA（ Robotic Process Automation ）」といった新分野も注目を集め、多く

の企業にとって生産性向上が課題となっております。

このような状況下において、当社グループは地方及び中堅・中小企業向けにネットビジネス支援事業を展開して

まいりました。

当連結会計年度においては、かねてより取り組んできた成長戦略に基づき、主に当社が提供しているWebマーケ

ティング支援サービスを強化いたしました。検索リスティング広告を主とした運用型広告を中心にEC（Electronic

Commerce）業態の企業に注力いたしました。また、スケールメリットを追求するための増員及び戦力化に加え、業

界に精通した新任取締役の就任、報酬制度を含む人事制度の刷新及び新規顧客への提案専属部門や仙台営業所の開

設などの組織戦略並びに株式会社日本M&Aセンターとの業務提携（注４）及び株式会社ベクトルとの包括的業務提

携（注５）等による提供サービスの充実により、新規顧客及び既存顧客とも取引が拡大いたしました。広告商品と

しては、従来より当社の業績をけん引してきたヤフー及びGoogle向け取扱高が当期も堅調に増加したことに加え、

LINE向けの広告商品の売上が著しく伸長いたしました。

連結子会社においては、株式会社テクロコの「ATOM（統合型広告運用管理プラットフォームのサービス）」、株

式会社サーチライフの「ジッセン！（ｅ-ラーニング形式の研修サービス）」及び株式会社グロウスギアのIndeed

向けの求人広告の代理販売が順調に取引を拡大しました。また、株式会社グロウスギアにおいては顧客の採用活動

をサポートするWebサービス「採用BOOSTER」を提供し、競合の代理店との差別化を図りました。

こうした業績に裏付けられた当社グループとメディアとの間の強固で繊密なリレーションや、当社グループの地

方経済や中堅・中小企業への寄与が評価されたことにより、当社グループは神戸市とFacebook Japan株式会社との
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間の提携（注６）及び京都市観光協会の取組（注７）等への参画、２年連続でのGoogle Premier Partner Award

（注８）及び北海道エリアにおけるヤフー検索広告賞第１位（注９）の受賞、LINE株式会社とのSMB領域における

戦略的パートナーシップ契約締結（注10）などを実現いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は16,808,769千円（前連結会計年度比40.9%増）と

なり、営業利益は943,607千円（同19.3%増）、経常利益は953,157千円（同20.6%増）、親会社株主に帰属する当期

純利益は635,902千円（同21.6%増）となりました。

　なお、当社グループは、売上高及び営業利益を重要な経営指標としており、中期的には売上高、営業利益とも

に、わが国におけるインターネット広告費の伸び率を超える水準で成長することを目指しております。また、当面

は売上高及び営業利益を拡大させることを最優先とし、利益率を意識しながら先行投資を実施してまいります。

 

（注１）出典：株式会社電通「2018年 日本の広告費」

（注２）出典：経済産業省「平成29年特定サービス産業実態調査報告書」

（注３）出典：厚生労働省「一般職業紹介状況（平成31年１月分）」

（注４）当社の顧客に株式会社日本M&Aセンターによる資本政策のコンサルティング、M&Aや事業譲渡の仲介

サービス等を提供し、顧客満足度の向上を図るものです。

（注５）当社の顧客に株式会社ベクトルによるPR関連サービス等を提供し、顧客満足度の向上を図るもので

す。

（注６）神戸市とFacebook Japan株式会社が締結した「地域経済・地域コミュニティ活性化に関する事業連携

協定」において、中小・ベンチャー企業による参画を促進するビジネスサポートパートナーに当社が

選定されました。

（注７）日本版DMO（Destination Management Organization）として認定を受けた京都市観光協会の地域活性

化戦略において、観光事業者のデジタルマーケティングの導入支援を行う「観光事業者マーケティン

グ支援業務」の支援パートナーに株式会社テクロコが選定されました。

（注８）当社は、Google Partners が主催するPremier Partner Awards 2018 において、前年の「Growing

Businesses Online Award（顧客成長部門）」の日本国内最優秀賞の受賞に続き、「Search

Innovation Award（検索広告部門）」を受賞いたしました。

（注９）当社は、ヤフー株式会社が主催する、広告商品を継続的に販売した代理店を認定する「検索広告賞」

において、その実績と実力が評価され、北海道エリアにおける第１位を受賞いたしました。

（注10）当社は、LINE株式会社から法人向けLINEサービスの主軸となる「LINE Biz-Solutions」のSMB領域にお

ける戦略的パートナーとして選ばれ、戦略的パートナーシップ契約を締結いたしました。

 

（４）キャッシュ・フローの状況

当社グループの事業活動にかかる資金運営は、営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりま

す。

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、取引拡大に伴う売上債権の増加や

サービス開発に伴う無形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利

益を927,380千円計上したこと等により、前連結会計年度末（2,210,770千円）に比べて451,144千円増加し、当連

結会計年度末には2,661,915千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は585,282千円（前年同期は721,788千円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益を927,380千円、有形固定資産及び無形固定資産にかかる減価償却費を

93,886千円計上したことに加え、主にインターネット広告代理事業にかかる仕入債務が679,027千円増加したこと

で資金が増加した一方で、売上債権が862,478千円増加したことにより資金が減少したことによるものでありま

す。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は171,795千円（前年同期は129,352千円の減少）となりました。

これは主に、Webマーケティング支援サービスの強化を目的としたWebマーケティングツールの開発にかかる無形

固定資産の取得による支出103,379千円及びリンカーズ株式会社との業務提携を目的とした投資有価証券の取得に

よる支出69,120千円によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は35,756千円（前年同期は834,942千円の増加）となりました。

これは主に、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入156,025千円及び配当金の支払いによる支出61,455

千円によるものであります。

 

（５）生産、受注、販売及び仕入の実績

①生産実績

当社グループの主たる事業は、ネットビジネス支援事業であり、提供するサービスには生産に該当する事項が

ありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

 

②受注実績

当社グループは、受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

 

③販売実績

当連結会計年度の販売実績は、次のとおりです。なお、当社グループはネットビジネス支援事業の単一セグメ

ントです。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

ネットビジネス支援事業 16,808,769 140.9

合計 16,808,769 140.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

④仕入実績

当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりです。なお、当社グループはネットビジネス支援事業の単一セグメ

ントです。

セグメントの名称 仕入高（千円） 前年同期比（％）

ネットビジネス支援事業 13,302,024 144.8

合計 13,302,024 144.8

　（注）１．金額は、仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

ソウルドアウト株式会社(E33295)

有価証券報告書

14/81



４【経営上の重要な契約等】

契約会社名 相手先の名称 契約期間 契約内容

当社 株式会社電通
平成29年３月31日開始

（期間の定めなし。）

株主間契約

（株式会社電通デジタル・ネットワークスに関

する株主間の取り決め。）

当社

株式会社電通

株式会社電通デジタル・

ネットワークス

平成29年３月31日から

平成32年３月30日まで

とし、その後は１年間

の自動更新。

業務提携契約

（株式会社電通デジタル・ネットワークスに関

する業務提携。）

当社 ヤフー株式会社
平成29年４月６日開始

（期間の定めなし。）

業務提携契約

（Webマーケティング領域における業務提

携。）

（注）ヤフー株式会社、株式会社サーチライフ及び当社との間の資本業務提携契約は、株式会社サーチライフが平成31

年１月１日を効力発生日としてヤフー株式会社より自己株式を取得したことに伴い、解消しております。

 

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループが当連結会計年度において実施した設備投資等の総額は103,379千円であり、その主なものは社内基

幹システムの開発、子会社である株式会社テクロコのWebマーケティングツールの開発に係るものです。

なお、当連結会計年度において実施した設備の除却、売却等につきましては、子会社である株式会社テクロコにお

いてWebマーケティングツール17,335千円の除却を実施しております。

また、当社はネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。

　また、当社はネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(1）提出会社

平成30年12月31日現在
 

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額  
 

従業員数
 

(人)

建物
 

（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

ソフトウエア
 

（千円）

合計
 

（千円）

本社

(東京都千代田区)
ネットビジネス

支援事業
本社事務所 7,621 3,427 128,217 139,267

148

（5）

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．帳簿価額には、建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定の金額は含まれておりません。

３．建物には賃借物件が含まれており、賃借物件にかかる年間賃借料は37,269千円です。

４．帳簿価額は内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

５．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

６．上記金額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含んでおりません。

 

(2）国内子会社

平成30年12月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額  
 

従業員数
 

(人)

建物
 

（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

ソフト
ウエア
（千円）

合計
 

（千円）

株式会社テクロ
コ

本社
(東京都

千代田区)

ネットビジネス
支援事業

本社
事務所

－ － 110,855 110,855
17

(－)

株式会社サーチ
ライフ

本社
(東京都

千代田区)

ネットビジネス
支援事業

本社
事務所

－ － 20,356 20,356
22
(2)

株式会社グロウ
スギア

本社
(東京都

千代田区)

ネットビジネス
支援事業

本社
事務所

－ － 7,492 7,492
5

(1)

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．帳簿価額には、建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定の金額は含まれておりません。

３．帳簿価額は内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

４．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

５．上記金額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含んでおりません。

 

(3）在外子会社

該当事項はありません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案しております。なお、当

連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりです。

また、当社はネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(1）重要な設備の新設等

会社名
事業所名

（所在地）
セグメン
トの名称

設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び
完了予定年月 完成後

の増加
能力総額

（千円）
既支払額
（千円）

着手 完了予定

株式会社
テクロコ

本社
（東京都
千代田区）

ネット
ビジネス
支援事業

Webマーケ
ティング
ツール

176,734 － 自己資金
平成31年

1月
平成32年

3月
（注）２

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

 

(2）重要な改修

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 35,520,000

計 35,520,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成30年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成31年３月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,300,750 10,302,350
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株です。

計 10,300,750 10,302,350 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成31年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含んでおりません。

２．事業年度末より提出日現在の間の発行済株式の増加は新株予約権の行使によるものです。

３．当社株式は平成31年３月22日付で東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第一部へ市場変更しており

ます。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の（ス

トック・オプション等関係）に記載しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成29年４月27日

（注）１
△8,880,000 8,880,000 ― 50,000 ― 8,880

平成29年７月11日

（注）２
410,000 9,290,000 226,320 276,320 226,320 235,200

平成29年７月12

日～

平成29年８月７日

（注）３

158,400 9,448,400 25,106 301,426 25,106 260,306

平成29年８月８日

（注）４
348,600 9,797,000 192,427 493,853 192,427 452,733

平成29年８月９

日～

平成29年12月31日

（注）３

10,000 9,807,000 1,699 495,522 1,669 454,402

平成30年１月１

日～

平成30年12月31日

（注）３

493,750 10,300,750 78,400 573,923 78,400 532,803

（注）１．株式併合（２株を１株）によるものです。

２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　 1,200円

引受価額　　　 1,104円

資本組入額　　　 552円

払込金総額　 452,640千円

３．新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。なお平成31年１月１日から平成31年２月28日ま

での間に新株予約権の行使により発行済株式総数が1,600株、資本金残高及び資本準備金残高がそれぞれ254千

円増加しております。

４．有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

割当価格　　　 1,104円

資本組入額　　　 552円

割当先　　　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

 

（５）【所有者別状況】

平成30年12月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況

（株）
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数

（人）
- 9 18 28 28 3 1,302 1,388 －

所有株式数

（単元）
- 21,347 264 69,767 2,901 4 8,711 102,994 1,350

所有株式数

の割合（％）
- 20.7 0.2 67.7 2.8 0.0 8.4 100.0 －
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（６）【大株主の状況】

  平成30年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社オプトホールディング 東京都千代田区四番町６番東急番町ビル 5,914 57.41

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,117 10.84

ヤフー株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ 1,051 10.21

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 456 4.42

荻原　猛 東京都文京区 355 3.44

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 306 2.97

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１２晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟

219 2.13

THE BANK OF NEW YORK MELLON

(INTERNATIONAL) LIMITED 131800

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行）

2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453

LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF

LUXEMBOURG

（東京都港区港南２丁目１５－１品川イ

ンターシティＡ棟）

104 1.01

THE BANK OF NEW YORK MELLON

140042

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行）

225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW

YORK, U.S.A.

（東京都港区港南２丁目１５－１品川イ

ンターシティＡ棟）

59 0.58

山家　秀一 東京都葛飾区 55 0.53

計 － 9,640 93.58

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,076千

株であり、その内訳は、投資信託設定分1,045千株、年金信託設定分31千株となっております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は407千株であ

り、その内訳は、投資信託設定分378千株、年金信託設定分28千株となっております。

３．野村信託銀行株式会社（投信口）の所有株式数はいずれも全て投資信託設定分であります。

４．資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数はいずれも全て投資信託設定分であり

ます。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,299,400 102,994 －

単元未満株式 普通株式    1,350 － －

発行済株式総数 10,300,750 － －

総株主の議決権 － 102,994 －

（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 96 402

当期間における取得自己株式 43 166

（注）なお、当期間における取得自己株式には、平成31年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他（ － ） － － － －

保有自己株式数 96 － 139 －

（注）なお、当期間における保有自己株式数には、平成31年３月１日からこの有価証券報告書提出日までのものは含まれ

ておりません。

 

 

３【配当政策】

当社は、経営環境の変化や不測の事態に備えた財務基盤の安定や、人材・システムへの投資、新規事業の創出及び

Ｍ＆Ａ等のための成長資金の確保のため、利益を内部留保しつつ、その一部を株主の皆様に還元することを基本方針

といたします。配当性向については、親会社株主に帰属する当期純利益の15％を目安として、安定的な配当を実施す

ることを重視してまいります。

なお、期末配当の決定機関は、株主総会であります。また当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準

日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり10円00銭の配当を実施することを決定しました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市

場ニーズに応える技術・サービス開発体制を強化し、さらには、地域戦略の展開を図るために有効に投資してまいり

たいと考えております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円）

平成31年３月26日

定時株主総会決議
103,006 10円00銭
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第９期 第10期

決算年月 平成29年12月 平成30年12月

最高（円） 3,200 5,850

最低（円） 1,731 2,650

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

なお、平成29年７月12日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成30年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 5,550 4,700 4,735 4,285 4,455 4,520

最低（円） 4,215 3,355 4,095 2,970 2,969 3,270

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５【役員の状況】

男性　13名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　7.1％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役
会長

ＣＧＯ
荻原 猛 昭和48年８月24日

平成10年４月　有限会社ブレイン　入社

平成12年６月　株式会社オプトホールディング　入社

平成22年１月　当社代表取締役社長

平成24年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成25年11月　株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役

（現任）

平成27年３月　株式会社テクロコ取締役

平成30年１月　一般社団法人中小・地方・成長企業のための

ネット利活用による販路開拓協議会理事（現

任）

平成31年１月　KASOKU株式会社取締役（現任）

平成31年３月　当社代表取締役会長CGO（現任）

（注）

３
5,200

代表取締役
社長

ＣＥＯ
荒波 修 昭和46年２月12日

平成５年４月　三洋証券株式会社　入社

平成７年１月　デル株式会社　入社

平成11年５月　日本ヒューレット・パッカード株式会社　入社

平成15年11月　日本ラドウェア株式会社　入社

平成18年11月　日本CA株式会社　入社

平成19年１月　オーバーチュア株式会社　入社

平成20年４月　ヤフー株式会社　入社

平成25年４月　同社執行役員

平成28年４月　株式会社GYAO代表取締役社長

平成30年３月　当社取締役COO

平成30年３月　株式会社テクロコ取締役（現任）

平成30年３月　株式会社グロウスギア取締役（現任）

平成31年３月　当社代表取締役社長CEO（現任）

（注）

３
－

取締役

(注)４
ＣＦＯ 半田 晴彦 昭和47年11月１日

平成12年５月　日本マイクロソフト株式会社　入社

平成18年４月　株式会社ユビキタスAIコーポレーション　入社

平成23年６月　同社取締役

平成25年９月　ヤフー株式会社　入社

平成30年５月　当社入社　執行役員

平成31年２月　株式会社サーチライフ取締役（現任）

平成31年２月　株式会社テクロコ取締役（現任）

平成31年３月　株式会社グロウスギア取締役（現任）

平成31年３月　当社取締役CFO（現任）

（注）

３
－

取締役 － 山家 秀一 昭和55年１月13日

平成14年４月　オリエント貿易株式会社　入社

平成17年６月　株式会社オプトホールディング　入社

平成22年１月　当社取締役COO

平成24年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成25年４月　株式会社テクロコ取締役

平成29年３月　株式会社グロウスギア取締役

平成30年１月　当社取締役（現任）

平成30年１月　株式会社テクロコ代表取締役（現任）

（注）

３
－

取締役 － 池村 公男 昭和53年11月21日

平成14年５月　グッドウィル・グループ株式会社　入社

平成17年８月　株式会社オプトホールディング　入社

平成22年１月　当社　出向

平成25年４月　当社執行役員

平成26年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成27年３月　株式会社グロウスギア取締役

平成27年６月　株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役

平成28年３月　当社取締役CFO

平成30年１月　株式会社テクロコ取締役

平成30年１月　株式会社グロウスギア取締役

平成30年１月　一般社団法人中小・地方・成長企業のための

ネット利活用による販路開拓協議会理事（現

任）

平成30年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成31年３月　当社取締役（現任）

（注）

３
550
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役 ＣＭＯ 美濃部 哲也 昭和44年7月12日

平成５年４月　株式会社電通　入社

平成12年６月　株式会社サイバーエージェント常務取締役

平成16年６月　株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役

平成21年１月　タビオ株式会社執行役員

平成26年４月　株式会社ストライプインターナショナル取締役

平成27年２月　株式会社ベクトル執行役員

平成28年６月　リノベる株式会社取締役副社長

平成29年３月　当社　入社

平成29年４月　当社執行役員

平成30年３月　当社取締役CMO（現任）

（注）

３
1,000

取締役

(注)４
ＣＯＯ 伊藤 雄剛 昭和53年12月１日

平成13年４月　東京リスマチック株式会社　入社

平成18年４月　株式会社オプト　入社

平成22年１月　当社　出向

平成24年１月　当社　入社

平成25年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成28年４月　当社執行役員（現任）

平成28年３月　株式会社サーチライフ取締役

平成31年３月　当社取締役COO（現任）

（注）

３
4,500

取締役 － 鉢嶺 登 昭和42年６月22日

平成３年４月　森ビル株式会社　入社

平成６年３月　株式会社オプトホールディング設立　代表取締

役社長

平成21年３月　株式会社オプトホールディング代表取締役社長

CEO

平成28年６月　UTグループ株式会社取締役（現任）

平成29年３月　当社取締役（現任）

平成29年３月　株式会社オプトホールディング代表取締役社長

グループCEO（現任）

平成30年１月　一般社団法人中小・地方・成長企業のための

ネット利活用による販路開拓協議会　代表理事

（現任）

（注）

３
－

取締役

(注)１
－ 田中 洋 昭和26年12月23日

昭和50年４月　株式会社電通　入社

平成８年４月　城西大学経済学部助教授

平成10年４月　法政大学経営学部教授

平成15年４月　コロンビア大学大学院ビジネススクール客員研

究員

平成20年４月　中央大学大学院戦略経営研究科教授（現職）

平成24年11月　日本マーケティング学会副会長

平成28年３月　当社取締役（現任）

平成29年４月　日本マーケティング学会会長（現任）

平成30年４月　一般社団法人デジタルシネアド・コンソーシア

ム代表理事（現任）

（注）

３
－

取締役

(注)１、４
－ 瀧澤 和幸 昭和51年10月７日

平成９年４月　ササキ株式会社　入社

平成16年３月　株式会社テレウェイヴリンクス　入社

平成20年２月　株式会社シリウステクノロジーズ　入社

平成23年４月　ヤフー株式会社　入社

平成31年３月　当社取締役（現任）

（注）

３
－
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

 
常勤監査役

(注)２

－ 中島 拓之 昭和30年２月16日

昭和52年４月　三井生命保険相互会社　入社

平成17年４月　同社執行役員

平成19年４月　同社常務執行役員

平成21年６月　同社取締役常務執行役員

平成24年４月　同社取締役専務執行役員

平成25年６月　同社常任監査役

平成28年７月　当社常勤監査役（現任）

平成29年３月　株式会社サーチライフ監査役（現任）

平成29年３月　株式会社テクロコ監査役（現任）

平成29年３月　株式会社グロウスギア監査役（現任）

平成30年１月　一般社団法人中小・地方・成長企業のための

ネット利活用による販路開拓協議会監事（現

任）

平成31年１月　KASOKU株式会社監査役（現任）

（注）

５
－

監査役 － 田崎 あづさ 昭和41年１月23日

平成15年10月　株式会社オプトホールディング　入社

平成23年７月　株式会社オプトホールディング内部監査室室長

平成24年３月　株式会社サーチライフ監査役

平成26年２月　eMforce.inc監査役

平成26年８月　天技営銷策画有限公司監事（現任）

平成26年11月　科聚思科技有限公司監事（現任）

平成27年２月　株式会社オプトベンチャーズ監査役

平成27年３月　株式会社テクロコ監査役

平成27年３月　株式会社グロウスギア監査役

平成27年４月　株式会社オプト監査役

平成27年７月　当社監査役（現任）

平成27年７月　株式会社オプトグロースパートナーズ監査役

平成28年３月　株式会社クロスフィニティ監査役

平成28年10月　同社取締役監査等委員

平成29年４月　株式会社オプトホールディング　グループガバ

ナンス推進本部長

平成30年１月　同社コンプライアンス本部長（現任）

（注）

５
－

監査役 － 小林 正樹 昭和45年２月４日

平成４年４月　森ビル株式会社　入社

平成７年４月　株式会社オプトホールディング取締役

平成20年４月　株式会社イルカ代表取締役（現任）

平成22年６月　株式会社パートナーエージェント取締役

平成23年８月　同社監査役（現任）

平成25年３月　当社取締役

平成28年３月　当社監査役（現任）

（注）

５
－

監査役

(注)２
－ 壽原 友樹 昭和56年６月１日

平成19年12月　岡綜合法律事務所　入所

平成26年１月　同所パートナー

平成27年６月　弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　入所

（現任）

平成28年３月　当社監査役（現任）

（注）

５
－

計 11,250

 
　（注）１．取締役田中洋及び瀧澤和幸は、社外取締役です。

２．監査役中島拓之及び壽原友樹は、社外監査役です。

３．平成31年３月26日開催の当社第10回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までです。

４．取締役半田晴彦、伊藤雄剛及び瀧澤和幸は、平成31年３月26日開催の当社第10回定時株主総会で選任された

新任取締役です。

５．平成29年４月27日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までです。

６．本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっています。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　当社は、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続

的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるという認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制

の強化に努めております。具体的には、取締役会、監査役会、会計監査人、経営会議及び内部監査を通じて、適法

性の確保及び企業経営の効率性確保、不正防止体制、リスク管理体制及びディスクロージャー体制の確立等を行っ

ています。

 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ.会社の機関の基本説明

１． 取締役会

　当社の取締役会は、取締役10名（うち社外取締役２名）で構成されています。毎月開催される定時取締役会に

加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、経営の意思決定機関として、法令又は定款に

定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を

行っています。

 

２． 監査役会

　当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役３名の合計４名で構成され、そのうちの２名が社外監査

役であります。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。各監査役は、取

締役会等の社内会議体への出席や重要な社内文書の閲覧等を通じ、内部統制システムを含む経営全般に関して幅

広く監査を行っています。

 

３． 内部監査体制及び内部監査の状況

　当社の内部監査は、内部監査担当者１名が担当しています。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有

効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ

報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について後日

フォローアップし、確認しております。

 

４． 会計監査人

　当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事す

る同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

　当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりです。なお、継続監査年数につい

ては、７年以下であるため、記載を省略しています。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　　　　轟 芳英

指定有限責任社員　業務執行社員　　　　比留間 郁夫

・監査業務における補助者の構成

公認会計士　　　　12名

その他　　　　　　10名

 

５． 経営会議

　経営会議は職務権限規程に従い、取締役会に上程すべき事項及び取締役会から代表取締役に承認権限が委譲さ

れている事項に係る事前承認並びに経営の重要事項の協議を行います。

　経営会議は常勤取締役７名及び常勤監査役１名で構成されており、毎月開催しています。また、必要に応じて

臨時開催も行っており、即時性が求められる経営判断にも対応できる体制となっております。
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ロ.コーポレート・ガバナンス体制

　当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりです。

 

 

ハ.業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システム整備に関する基本方

針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要

は、以下のとおりです。

 

１．当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社及び当社子会社は企業が継続、発展していくためには、全ての取締役及び使用人が法令遵守の精神のも

と、公正で高い倫理観を持って行動することが必要不可欠であると認識しており、倫理規程を定めるとともに、

コンプライアンスに関する継続的な教育・普及活動を行います。

(1)取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努めます。

(2)取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状

況を適切かつ迅速に取締役会に報告します。

(3)取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役及び使用人は定

められた規程に従い、業務を執行します。

(4)定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについ

て、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、そ

の結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築します。

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については、

文書管理規程等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び管理します。

 

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び当社子会社は事業活動上の重大な危険、損害の恐れ（リスク）については、リスク管理及び危機管理

規程に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際はリスク及び危機管理責任

者の指示のもと、危機管理事務局において、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとど

める体制を整えます。また、外部機関を活用した与信管理や、法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題に

つき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めます。

 

４．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社及び当社子会社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、取締役会規程により定められた事項及び職務権限

規程別紙に該当事項として定められた事項については、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の

決定を行います。また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び

効率性の監督等を行います。日常の職務執行については、業務分掌規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権

限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務

の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築します。
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５．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子

会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1)当社は、親会社から独立して独自の内部統制システムの構築に取り組み、独立した意思決定による独自の

経営を行います。ただし、親会社グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、親会社とは適宜必

要な情報交換を行います。

(2)当社は子会社に対して、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣し、関係会社管理規程に基づ

き、子会社の業務執行状況を管理・監督します。

(3)子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会への報告を行います。

(4)内部監査人は、内部監査規程に基づき、子会社の内部監査を行います。

(5)監査役は、監査役会監査基準に基づき、取締役及び使用人から、子会社管理の状況について報告又は説明

を受け、関係資料の閲覧を行います。

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて

監査役の職務を補助すべき使用人を配置します。

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関

する事項

　監査役の求めにより監査役補助者として従業員を配置した場合の当該使用人は、その職務に関して監査役の指

揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととします。また、当該使用人の人選、人事異動、人事

評価等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分留意するものとします。

 

８．子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするため

の体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

(1)監査役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重

要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を構築します。

(2)取締役は、取締役会において担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会

社に著しい損害を及ぼす虞のある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。

(3)使用人は、当社に著しい損害を及ぼす虞がある事実や、重大な法令又は定款違反事実を知ったときには、

速やかに監査役に報告します。

(4)監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対していかなる不利益も与えません。

 

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたとき

は、担当部署において確認のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明

した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監

査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とします。

(2)監査役は、必要に応じて、会計監査人及び内部監査人と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率

性及び実効性が確保できる体制とします。

 

ニ.社外役員について

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適

正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監

査役を選任しております。

　取締役瀧澤和幸氏は、ヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー 検索統括本部 バーティカ

ルQA本部に所属しております。ヤフー株式会社は当社の発行済株式の10.2%（平成30年12月31日現在）を保有し

ております。当社は同社との間で業務提携契約を締結しており、同社から広告媒体の仕入取引を行っておりま

す。
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　監査役中島拓之は、豊富な監査役としての経験に基づく当社の内部統制構築に関する助言・提言を期待して、

また、監査役壽原友樹は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識に基づく当社の内部統制構築に関す

る助言・提言を期待して、それぞれ社外監査役に招聘しております。なお、当社と両氏それぞれとの間には、人

的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

② リスク管理体制の整備状況

　当社は、「リスク管理及び危機管理規程」に基づき、リスク管理事務局を設置してリスクを未然に防止すると

ともに、危機に迅速かつ的確に対応するための社内体制の構築に努めております。また、弁護士法人・社会保険

労務士法人と顧問契約を締結し、適宜必要な助言と指導を受けられる体制を構築しております。

 

③　役員報酬等

イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬
ストック・

オプション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役

を除く）

107,416 107,416 － － － 6

監査役

（社外監査役

を除く）

2,850 2,850 － － － 1

社外役員 16,200 16,200 － － － 3

　（注）使用人兼務役員の使用人はおりません。

 

ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。

 

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項

　各取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容、業績の達成度及び会社への貢

献度等を勘案し、取締役会において決定しております。また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬限

度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
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④ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び連結貸借対照表計上額の合計額

３銘柄 71百万円

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式はすべて非上場株式であるため、記載しておりません。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

ニ．投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計

上額

該当事項はありません。

 

ホ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計

上額

該当事項はありません。

 

⑤ 定款における取締役の定数及び選任の決議要件

　当社の取締役の定数は、10名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は取締役の選任決議について、

株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役及び監査役の責任免除

　当社では、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定によ

り、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の

損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑦ 責任限定契約の内容の概要

　当社は会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間に

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令が規定する最低責任限度額とします。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものです。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会決議としている事項

　当社は、株主への機動的かつ積極的な利益還元を可能とするために、取締役会の決議により、会社法第454

条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は、経営環境の変化に対

応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって

市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 13,000 1,500 26,800 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 13,000 1,500 26,800 ―

　（注）提出会社の監査証明業務に基づく報酬の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬を含めておりま

す。

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

 

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレ

ター作成業務についての対価を支払っております。

 

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監

査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社グループの業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定

しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成30年１月１日から平成30年12月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）の財務諸表について、有限

責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入することにより会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表等の適正性を確保できる体制

を整備しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当連結会計年度

（平成30年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,210,770 2,661,915

受取手形及び売掛金 1,509,234 2,371,928

短期貸付金 851 59

繰延税金資産 37,722 55,163

その他 62,921 137,979

貸倒引当金 △11,506 △17,991

流動資産合計 3,809,993 5,209,056

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,821 33,821

減価償却累計額 △17,092 △20,107

建物（純額） 16,729 13,714

工具、器具及び備品 13,421 13,421

減価償却累計額 △7,794 △9,250

工具、器具及び備品（純額） 5,626 4,170

有形固定資産合計 22,356 17,885

無形固定資産   

ソフトウエア 290,312 248,716

ソフトウエア仮勘定 22,607 62,717

その他 286 182

無形固定資産合計 313,206 311,616

投資その他の資産   

投資有価証券 31,257 91,375

長期貸付金 70,000 －

敷金及び保証金 43,761 43,848

繰延税金資産 8,421 12,304

その他 10 12,143

貸倒引当金 － △11,235

投資その他の資産合計 153,450 148,437

固定資産合計 489,013 477,939

資産合計 4,299,007 5,686,995
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当連結会計年度

（平成30年12月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,359,506 2,038,678

未払金 83,342 100,737

未払費用 122,485 143,637

未払法人税等 188,157 190,430

賞与引当金 65,661 92,150

未払消費税等 319,284 279,622

その他 56,525 82,615

流動負債合計 2,194,965 2,927,872

固定負債   

繰延税金負債 4,266 －

資産除去債務 13,784 13,877

固定負債合計 18,050 13,877

負債合計 2,213,015 2,941,750

純資産の部   

株主資本   

資本金 495,522 573,923

資本剰余金 461,021 539,422

利益剰余金 1,078,480 1,568,679

自己株式 － △402

株主資本合計 2,035,025 2,681,624

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 199 △188

その他の包括利益累計額合計 199 △188

新株予約権 1,004 228

非支配株主持分 49,760 63,581

純資産合計 2,085,991 2,745,245

負債純資産合計 4,299,007 5,686,995
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年12月31日)

売上高 11,933,325 16,808,769

売上原価 9,188,876 13,302,024

売上総利益 2,744,449 3,506,745

販売費及び一般管理費 ※１ 1,953,541 ※１ 2,563,137

営業利益 790,908 943,607

営業外収益   

受取利息 1,371 24

受取手数料 226 －

助成金収入 6,866 5,433

消費税免除益 － 3,991

その他 971 1,261

営業外収益合計 9,435 10,711

営業外費用   

支払利息 232 －

株式交付費 9,629 －

消費税差額 － 1,069

その他 256 92

営業外費用合計 10,118 1,161

経常利益 790,226 953,157

特別利益   

新株予約権戻入益 19 －

特別利益合計 19 －

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 122 ※２ 17,335

投資有価証券評価損 － 8,442

特別損失合計 122 25,777

税金等調整前当期純利益 790,123 927,380

法人税、住民税及び事業税 250,648 303,076

法人税等調整額 2,026 △25,419

法人税等合計 252,675 277,657

当期純利益 537,447 649,722

非支配株主に帰属する当期純利益 14,314 13,820

親会社株主に帰属する当期純利益 523,133 635,902
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年12月31日)

当期純利益 537,447 649,722

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △483 △388

その他の包括利益合計 ※ △483 ※ △388

包括利益 536,964 649,334

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 522,650 635,513

非支配株主に係る包括利益 14,314 13,820
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 50,000 15,499 611,113 676,612

当期変動額     

新株の発行 445,522 445,522  891,045

剰余金の配当   △55,766 △55,766

親会社株主に帰属する
当期純利益   523,133 523,133

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

    

当期変動額合計 445,522 445,522 467,367 1,358,412

当期末残高 495,522 461,021 1,078,480 2,035,025

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 682 682 1,361 35,446 714,103

当期変動額      

新株の発行   △336  890,708

剰余金の配当     △55,766

親会社株主に帰属する
当期純利益     523,133

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△483 △483 △19 14,314 13,811

当期変動額合計 △483 △483 △356 14,314 1,371,887

当期末残高 199 199 1,004 49,760 2,085,991
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当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 495,522 461,021 1,078,480 - 2,035,025

当期変動額      

新株の発行 78,400 78,400   156,801

剰余金の配当   △61,587  △61,587

親会社株主に帰属する
当期純利益

  635,902  635,902

自己株式の取得    △402 △402

連結範囲の変動   △84,115  △84,115

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 78,400 78,400 490,198 △402 646,598

当期末残高 573,923 539,422 1,568,679 △402 2,681,624

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 199 199 1,004 49,760 2,085,991

当期変動額      

新株の発行   △776  156,025

剰余金の配当     △61,587

親会社株主に帰属する
当期純利益

    635,902

自己株式の取得     △402

連結範囲の変動     △84,115

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△388 △388 - 13,820 13,432

当期変動額合計 △388 △388 △776 13,820 659,254

当期末残高 △188 △188 228 63,581 2,745,245
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 790,123 927,380

減価償却費 73,922 93,886

新株予約権戻入益 △19 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,744 17,719

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,494 25,375

受取利息及び受取配当金 △1,371 △141

支払利息 232 －

固定資産除却損 122 17,335

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,442

売上債権の増減額（△は増加） △65,509 △862,478

未収入金の増減額（△は増加） △4,490 6,985

破産更生債権等の増減額（△は増加） 311 △12,133

仕入債務の増減額（△は減少） 129,943 679,027

未払金の増減額（△は減少） △72,299 15,926

未払費用の増減額（△は減少） 15,252 19,818

未払消費税等の増減額（△は減少） 160,960 △39,134

前受金の増減額（△は減少） △97,213 5,867

資産除去債務の増減額（△は減少） 92 93

その他 3,728 △19,824

小計 922,536 884,144

利息及び配当金の受取額 21 141

利息の支払額 △232 －

法人税等の支払額 △200,537 △299,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 721,788 585,282

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △69,120

有形固定資産の取得による支出 △2,901 －

無形固定資産の取得による支出 △127,189 △103,379

敷金の差入による支出 △130 △86

貸付けによる支出 △6,300 △1,000

貸付金の回収による収入 7,168 1,791

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,352 △171,795

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △402

配当金の支払額 △55,766 △61,455

株式の発行による収入 890,708 156,025

その他 － △58,411

財務活動によるキャッシュ・フロー 834,942 35,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,427,378 449,243

現金及び現金同等物の期首残高 783,392 2,210,770

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,900

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,210,770 ※ 2,661,915
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　4社

主要な連結子会社の名称

株式会社サーチライフ

株式会社テクロコ

株式会社グロウスギア

一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会

当連結会計年度から、一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会

は支配を獲得したため、連結の範囲に含めております。

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。
 

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。
 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法を採用しております。

（ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物については、定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　　　　　　　　８～15年

工具、器具及び備品　５～15年
 

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

（ただし、自社利用ソフトウエアについては社内利用可能期間（主として５年）に基づく定額法によっ

ております。）
 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 

ロ　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度に帰属する額を計上し

ております。
 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計

基準委員会）

 

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括

的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15

号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度か

ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準

委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので

す。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号

と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り

入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に

配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ

ております。

 

(2）適用予定日

平成34年12月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

 

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」は、金額的

重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」に表示

していた0千円は、「その他」として組み替えております。
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（連結貸借対照表関係）

１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行（前連結会計年度は５行）と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当連結会計年度

（平成30年12月31日）

当座貸越極度額の総額 1,300,000千円 1,200,000千円

借入実行残高 － －

差引額 1,300,000 1,200,000

 

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
　　至　平成29年12月31日）

　当連結会計年度
（自　平成30年１月１日

　　至　平成30年12月31日）

給料及び手当 848,921千円 1,048,132千円

業務委託費 179,213 323,348

賞与引当金繰入額 64,386 84,651

貸倒引当金繰入額 △2,627 20,333

貸倒損失 766 436

 

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

ソフトウエア 122千円 6,140千円

ソフトウエア仮勘定 － 11,194

計 122 17,335

 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △756千円 △559千円

組替調整額 － －

税効果調整前 △756 △559

税効果額 272 171

その他有価証券評価差額金 △483 △388

その他の包括利益合計 △483 △388
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 17,760,000 927,000 8,880,000 9,807,000

合計 17,760,000 927,000 8,880,000 9,807,000

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）１．当社は平成29年４月27日付けで普通株式２株につき１株とする株式併合を行っております。

２．普通株式の発行済株式総数の減少8,880,000株は株式併合によるものです。

３．普通株式の増加数の内容は、次のとおりです。

公募増資に伴う新株発行による増加       410,000株

第三者割当増資に伴う新株発行による増加 348,600株

新株予約権の権利行使による増加         168,400株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

第一回新株予約権 普通株式 625,400 － 491,000 134,400 268

第二回新株予約権 普通株式 12,800 － 6,400 6,400 12

第三回新株予約権 普通株式 710,400 － 355,200 355,200 710

第四回新株予約権 普通株式 12,800 － 6,400 6,400 12

第五回新株予約権

（注）１
－ － － － － －

第六回新株予約権

（注）１
－ － － － － －

合計 － 1,361,400 － 859,000 502,400 1,004

（注）１．権利行使期間の初日が到来しておりません。

２．新株予約権の目的となる株式数の減少は、主に株式併合によるものです。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年３月27日

定時株主総会
普通株式 55,766 3円14銭 平成28年12月31日 平成29年３月28日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成30年３月28日

定時株主総会
普通株式 61,587 利益剰余金 6円28銭 平成29年12月31日 平成30年３月29日
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当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,807,000 493,750 － 10,300,750

合計 9,807,000 493,750 － 10,300,750

自己株式     

普通株式 － 96 － 96

合計 － 96 － 96

（注）普通株式の増加数の内容は、次のとおりです。

新株予約権の権利行使による増加         493,750株

自己株式の取得による増加                    96株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

第一回新株予約権 普通株式 134,400 － 120,900 13,500 27

第二回新株予約権 普通株式 6,400 － 1,000 5,400 10

第三回新株予約権 普通株式 355,200 － 266,400 88,800 177

第四回新株予約権 普通株式 6,400 － － 6,400 12

第五回新株予約権 普通株式 85,550 － 46,600 38,950 －

第六回新株予約権 普通株式 112,500 － 63,850 48,650 －

合計 － 700,450 － 498,750 201,700 228

（注）新株予約権の目的となる株式数の減少は、新株予約権の行使及び権利失効によるものです。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年３月28日

定時株主総会
普通株式 61,587 6円28銭 平成29年12月31日 平成30年３月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成31年３月26日

定時株主総会
普通株式 103,006 利益剰余金 10円00銭 平成30年12月31日 平成31年３月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

現金及び預金勘定 2,210,770千円 2,661,915千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 2,210,770 2,661,915

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

 当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的な余資は主に流動性の

高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式又は組合への出資であり、発行体（取引先企業）の

信用リスクに晒されております。

 貸付金は、主に業務上の関係を有する企業等に対しての融資であり、取引先の財務内容悪化及び信用リ

スクに晒されております。

 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 営業債権については、与信管理規程に基づき、取引先ごとに期日および残高を管理するとともに、財務

状況等の悪化等による回収懸念債権の早期把握等により、損害防止と取引の安全性向上に努めておりま

す。

 貸付金については、定期的に融資先の財務内容等を把握し、期日管理及び残高管理を実施することによ

り、滞留を未然に防ぐとともに回収可能性の検討を行っております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

 投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務内容等を把握し、また、取引先企業と

の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

 適時に資金繰り計画を作成、更新するとともに、相当額の手許流動性を維持し、流動性リスクを管理し

ております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（平成29年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 2,210,770 2,210,770 －

(2) 受取手形及び売掛金 1,509,234 1,509,234 －

(3) 長期貸付金 70,000 67,870 △2,129

資産計 3,790,005 3,787,876 △2,129

(1) 買掛金 1,359,506 1,359,506 －

(2) 未払金 83,342 83,342 －

(3) 未払費用 122,485 122,485  

(4) 未払法人税等 188,157 188,157 －

(5) 未払消費税等 319,284 319,284 －

負債計 2,072,777 2,072,777 －

 

当連結会計年度（平成30年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 2,661,915 2,661,915 －

(2) 受取手形及び売掛金 2,371,928 2,371,928 －

資産計 5,033,844 5,033,844 －

(1) 買掛金 2,038,678 2,038,678 －

(2) 未払金 100,737 100,737 －

(3) 未払費用 143,637 143,637 －

(4) 未払法人税等 190,430 190,430 －

(5) 未払消費税等 279,622 279,622 －

負債計 2,753,106 2,753,106 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

負　債

(1）買掛金、(2）未払金、(3）未払費用、(4）未払法人税等、(5）未払消費税等

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当連結会計年度

（平成30年12月31日）

非上場株式(*1) 10,977 71,654

投資事業有限責任組合(*1)への出資 20,280 19,720

敷金及び保証金(*2) 43,761 43,848

(*1)非上場株式及び投資事業有限責任組合については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。

(*2)敷金及び保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、時価開示の対象には含めておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成29年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,210,770 － － －

受取手形及び売掛金 1,509,234 － － －

長期貸付金 － 51,300 18,700 －

合計 3,720,005 51,300 18,700 －

 

当連結会計年度（平成30年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,661,915 － － －

受取手形及び売掛金 2,371,928 － － －

合計 5,033,844 － － －

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

その他有価証券は、すべて市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であるため、記載を省略し

ております。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

該当事項はありません。

 

３．減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、投資有価証券8,442千円の減損処理を行っております。

 

EDINET提出書類

ソウルドアウト株式会社(E33295)

有価証券報告書

49/81



（ストック・オプション等関係）

 １．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

 ２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

新株予約権戻入益 19 －

 

 ３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成28年６月27日 平成28年６月28日 平成28年６月27日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ４名

当社従業員 92名
外部協力者 ３名 当社取締役 １名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注１、３）

　普通株式 13,500　　

［11,900］
普通株式 5,400 普通株式 88,800

付与日 平成28年６月30日 平成28年６月30日 平成28年６月30日

権利確定条件 － － －

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自 平成28年６月30日

至 平成38年６月29日

自 平成28年６月30日

至 平成38年６月29日

自 平成28年６月30日

至 平成38年６月29日

新株予約権の数（個）
270

［238］
108 1,776

新株予約権の目的となる株式の種

類、内容及び数（注１、３）

普通株式 13,500　　

［11,900］
普通株式 5,400 普通株式 88,800

新株予約権の行使時の払込金額

（円）（注１、４）
316 316 316

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）（注１、５）

発行価格：316
資本組入額：158

発行価格：316
資本組入額：158

発行価格：316
資本組入額：158

新株予約権の行使の条件 （注７） （注８） （注９）

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
（注６）
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 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 平成28年６月28日 平成28年６月27日 平成28年６月27日

付与対象者の区分及び人数 外部協力者 ３名 当社従業員 80名 当社取締役 ３名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注１、３）
普通株式 6,400 普通株式 38,950 普通株式 48,650

付与日 平成28年６月30日 平成28年６月30日 平成28年６月30日

権利確定条件 － － －

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自 平成28年６月30日

至 平成38年６月29日

自 平成30年６月30日

至 平成38年６月29日

自 平成30年６月30日

至 平成38年６月29日

新株予約権の数（個） 128 779 973

新株予約権の目的となる株式の種

類、内容及び数（注１、３）
普通株式 6,400 普通株式 38,950 普通株式 48,650

新株予約権の行使時の払込金額

（円）（注１、４）
316 316 316

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）（注１、５）

発行価格：316
資本組入額：158

発行価格：316
資本組入額：158

発行価格：316
資本組入額：158

新株予約権の行使の条件 （注10） （注11） （注12）

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
（注６）

※当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、当連結会計年度の末日から有価証券報告書提出日

の属する月の前月末（平成31年２月28日）現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在にお

ける内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更は

ありません。

 

（注）１．当社は、平成29年４月27日付で普通株式２株を１株に株式併合しているため、新株予約権の１個当たりの目

的となる株式数は50株となっております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整

後の内容となっております。

 

２．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社とな

る株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

また、新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

３．新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数は50株とする。ただし、下記に定める株式の調整を

行った場合は、同様の調整を行う。

当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数

を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨

てる。

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
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４．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

行使価額
＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備

金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

６．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注３）に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注４）で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株

予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま

でとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注５）に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

（注２）に準じて決定する。
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７．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を

行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総

会で承認又は報告された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における

営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 

８．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を

行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総

会で承認又は報告された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における

営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社

外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認め

た場合にはこの限りではない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 

９．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の３事業年度の営業損益の累計額が、次の

各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号

に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を

行使することができる。

（ａ）営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合：50％

（ｂ）営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合：75％

（ｃ）営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合：100％

なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結

損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業損益を参照するものと

し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

④ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
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10．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の３事業年度の営業損益の累計額が、次の

各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号

に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を

行使することができる。

（ａ）営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合：50％

（ｂ）営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合：75％

（ｃ）営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合：100％

なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結

損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業損益を参照するものと

し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社

外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認め

た場合にはこの限りではない。

④ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 

11．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

③ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 

12．① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株

予約権者」という。）について（注２）に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでな

い。

② 新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の３事業年度の営業損益の累計額が、次の

各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号

に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を

行使することができる。

（ａ）営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合：50％

（ｂ）営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合：75％

（ｃ）営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合：100％

なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結

損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業損益を参照するものと

し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
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③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

④ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ

し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 

（追加情報）

「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内

容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
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 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成30年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

 

    ①ストック・オプションの数

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 権利確定前           （株）    

  前連結会計年度末 － － 88,800

  付与 － － －

  失効 － － －

  権利確定 － － 88,800

  未確定残 － － －

 権利確定後           （株）    

  前連結会計年度末 134,400 6,400 266,400

  権利確定 － － 88,800

  権利行使 120,900 1,000 266,400

  失効 － － －

  未行使残 13,500 5,400 88,800

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 権利確定前           （株）    

  前連結会計年度末 1,600 85,550 112,500

  付与 － － －

  失効 － 5,000 －

  権利確定 1,600 80,550 112,500

  未確定残 － － －

 権利確定後           （株）    

  前連結会計年度末 4,800 － －

  権利確定 1,600 80,550 112,500

  権利行使 － 41,600 63,850

  失効 － － －

  未行使残 6,400 38,950 48,650

（注）当社は、平成29年４月27日付で普通株式２株につき１株とする株式併合を行っております。

 

    ②単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 権利行使価格           （円） 316 316 316

 行使時平均株価         （円） 3,562 4,670 3,600

 付与日における公正な評価単価

                        （円）
－ － －

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 権利行使価格           （円） 316 316 316

 行使時平均株価         （円） － 4,782 3,600

 付与日における公正な評価単価

                        （円）
－ － －

（注）平成29年４月27日付株式併合（普通株式２株につき１株とする）による併合後の価格に換算して記載しておりま

す。
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４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の

合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計

額

 ①当連結会計年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　　　－千円

②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　－千円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
 

当連結会計年度
（平成30年12月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金 －千円  4,662千円

貸倒引当金 3,397  8,781

未払事業税 13,215  12,089

賞与引当金 20,720  28,923

投資有価証券評価損 3,170  5,756

資産除去債務 4,221  4,249

固定資産未実現利益 8,138  6,497

その他有価証券評価差額金 －  83

その他 3,995  5,425

繰延税金資産小計 56,860  76,469

評価性引当額 △5,344  －

繰延税金資産合計 51,516  76,469

繰延税金負債    

資産除去債務 △1,912  △1,569

その他有価証券評価差額金 △88  －

投資簿価修正額 △7,255  △7,255

未払消費税等 △383  △35

その他 －  △141

繰延税金負債合計 △9,639  △9,002

繰延税金資産の純額 41,876  67,467

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
 

当連結会計年度
（平成30年12月31日）

流動資産・繰延税金資産 37,722千円  55,163千円

固定資産・繰延税金資産 8,421千円  12,304千円

固定負債・繰延税金負債 △4,266千円  －千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から11年～13年と見積り、割引率は0.660％～0.795％を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

期首残高 13,691千円 13,784千円

時の経過による調整額 92 93

期末残高 13,784 13,877

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法 人

主 要 株 主

ヤフー株式

会社

東京都

千代田区
8,711

インター

ネット上の

広告事業、

e-コマース

事業等

(被所有)

直接 10.7
広告取引

広告媒体の
仕入取引
（注）２

3,268,302 買掛金 229,057

 

当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法 人

主 要 株 主

ヤフー株式

会社

東京都

千代田区
8,938

インター

ネット上の

広告事業、

e-コマース

事業等

(被所有)

直接 10.2
広告取引

広告媒体の
仕入取引
（注）２

3,582,525 買掛金 242,450

 

（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親会

社を持つ会

社

株式会社オ

プト

東京都

千代田区
100

広告・ソ

リューショ

ン事業

－ 広告取引 － － 買掛金 57,925

主要株主の

子 会 社

ワイジェイ

カード株式

会社

福岡県

福岡市

博多区

100

クレジッ

ト、カード

ローン、信

用保証業務

－

広告取引

決済代行

（クレジッ

トカード利

用）

－ － 売掛金 147,543

－ － 買掛金 184,040

 

当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親会

社を持つ会

社

株式会社オ

プト

東京都

千代田区
100

広告・ソ

リューショ

ン事業

－ 広告取引 － ー 買掛金 138,318

主要株主の

子 会 社

ワイジェイ

カード株式

会社

福岡県

福岡市

博多区

100

クレジッ

ト、カード

ローン、信

用保証業務

－

広告取引

決済代行

（クレジッ

トカード利

用）

－ ー 売掛金 253,378

－ － 買掛金 264,789
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（ウ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役 員 荻 原 猛 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接 3.4

ストック・

オプション

の行使

ストック・
オプション
の行使
（注）３

112,243 － －

役 員 山 家 秀 一 － － 当社取締役
(被所有)

直接 0.5

ストック・

オプション

の行使

ストック・
オプション
の行使
（注）３

17,380 － －

役 員 池 村 公 男 － －
当社取締役

ＣＦＯ

(被所有)

直接 0.3

ストック・

オプション

の行使

ストック・
オプション
の行使
（注）３

11,233 － －

　（注）１．上記（ア）～（ウ）の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれて

おります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

各取引については、双方協議のうえ合意した契約書等に基づき、決定しております。

３．平成28年６月27日開催の取締役会の決議に基づき発行したストック・オプションの当事業年度における権利

行使を記載しております。

なお、「取引金額」欄は、当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金

額を乗じた金額を記載しております。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法 人

主 要 株 主

ヤフー株式

会社

東京都

千代田区
8,938

インター

ネット上の

広告事業、

e-コマース

事業等

(被所有)

直接 10.2
－

預け金の支
払

70,423 預け金 70,423

　（注）１．取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引については、双方協議のうえ合意した契約書等に基づき、決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社オプトホールディング（東京証券取引所に上場）

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ソウルドアウト株式会社(E33295)

有価証券報告書

61/81



（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

１株当たり純資産額 207.53円 260.32円

１株当たり当期純利益金額 56.36円 64.59円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 53.47円 63.39円

　（注）１．当社は、平成29年４月27日付で普通株式２株につき１株とする株式併合を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

２．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社は平成29年７月12日に東京証

券取引所マザーズに上場したため、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価と

みなして算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。

 
前連結会計年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 523,133 635,902

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

金額（千円）
523,133 635,902

期中平均株式数（株） 9,281,804 9,845,133

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 502,136 186,258

（うち新株予約権（株）） （502,136） （186,258）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

平成28月６月28日発行

第三回 新株予約権 88,800株

第四回 新株予約権 1,600株

第六回 新株予約権 28,125株

 

　　　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

（子会社の設立）

　当社は、平成31年１月11日開催の取締役会において、以下のとおり子会社を設立することを決議し、平成31

年１月17日付で設立しております。

 

(1）目的

　クラウドファンディングを活用して、地方、中堅・中小及びベンチャー企業の新規事業支援を展開すること

を目的として、新たに設立いたしました。

 

(2）子会社の概要

　会社名　　　　　　ＫＡＳＯＫＵ株式会社

　所在地　　　　　　東京都千代田区神田駿河台三丁目４番地

　事業の内容　　　　地方、中堅・中小及びベンチャー企業を対象とするクラウドファンディング事業

　資本金　　　　　　100,000千円（払込金200,000千円のうち、２分の１を資本金へ組入）

　設立の時期　　　　平成31年１月17日

　出資比率　　　　　当社100％
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連

結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の

規定により記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 3,968,338 7,983,161 12,229,844 16,808,769

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（千円）
248,731 400,285 632,265 927,380

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益金額（千円）
168,082 263,894 419,452 635,902

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
17.14 26.90 42.74 64.59

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
17.14 9.77 15.79 21.85
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
当事業年度

（平成30年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,833,649 2,289,581

受取手形 11,769 1,648

売掛金 ※２ 1,395,552 ※２ 2,253,168

前払費用 ※２ 15,700 ※２ 14,934

繰延税金資産 26,328 42,158

短期貸付金 851 59

関係会社短期貸付金 － 6,000

その他 ※２ 157,724 ※２ 176,014

貸倒引当金 △8,423 △17,217

流動資産合計 3,433,152 4,766,347

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,821 33,821

減価償却累計額 △17,092 △20,107

建物（純額） 16,729 13,714

工具、器具及び備品 12,043 12,043

減価償却累計額 △7,311 △8,615

工具、器具及び備品（純額） 4,731 3,427

有形固定資産合計 21,461 17,142

無形固定資産   

ソフトウエア 162,159 128,217

ソフトウエア仮勘定 5,022 5,106

商標権 286 182

無形固定資産合計 167,467 133,506

投資その他の資産   

投資有価証券 31,257 91,375

関係会社株式 97,813 97,813

長期貸付金 70,000 －

関係会社長期貸付金 ※２ － ※２ 63,800

繰延税金資産 － 5,121

敷金及び保証金 43,761 43,848

その他 10 12,143

貸倒引当金 － △11,235

投資その他の資産合計 242,842 302,867

固定資産合計 431,771 453,516

資産合計 3,864,924 5,219,864
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
当事業年度

（平成30年12月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※２ 1,347,927 ※２ 2,027,473

未払金 ※２ 86,587 ※２ 91,555

未払費用 ※２ 122,446 ※２ 143,381

未払法人税等 120,979 165,633

未払消費税等 290,317 259,450

前受金 13,449 19,054

預り金 40,770 43,519

賞与引当金 53,881 74,104

その他 5 2,418

流動負債合計 2,076,366 2,826,591

固定負債   

資産除去債務 13,784 13,877

繰延税金負債 4,266 －

固定負債合計 18,050 13,877

負債合計 2,094,416 2,840,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 495,522 573,923

資本剰余金   

資本準備金 454,402 532,803

その他資本剰余金 6,619 6,619

資本剰余金合計 461,021 539,422

利益剰余金   

利益準備金 3,620 3,620

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 809,138 1,262,792

利益剰余金合計 812,758 1,266,412

自己株式 － △402

株主資本合計 1,769,302 2,379,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 199 △188

評価・換算差額等合計 199 △188

新株予約権 1,004 228

純資産合計 1,770,507 2,379,396

負債純資産合計 3,864,924 5,219,864
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　平成29年１月１日
　至　平成29年12月31日)

 当事業年度
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年12月31日)

売上高 11,195,008 15,947,765

売上原価 ※１ 9,039,316 ※１ 13,063,325

売上総利益 2,155,691 2,884,440

販売費及び一般管理費 ※２ 1,629,600 ※２ 2,159,950

営業利益 526,090 724,489

営業外収益   

受取利息 ※１ 2,096 ※１ 874

受取手数料 226 182

助成金収入 6,866 5,433

その他 901 548

営業外収益合計 10,091 7,037

営業外費用   

支払利息 232 －

株式交付費 9,629 －

その他 453 1,901

営業外費用合計 10,315 1,901

経常利益 525,866 729,626

特別利益   

新株予約権戻入益 19 －

特別利益合計 19 －

特別損失   

固定資産除却損 ※３ 122 －

投資有価証券評価損 － 8,442

特別損失合計 122 8,442

税引前当期純利益 525,763 721,183

法人税、住民税及び事業税 158,182 230,988

法人税等調整額 5,654 △25,047

法人税等合計 163,836 205,941

当期純利益 361,926 515,241
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当事業年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　媒体費  9,021,732 99.8 13,052,463 99.9

Ⅱ　労務費  17,583 0.2 10,861 0.1

　　当期売上原価  9,039,316 100.0 13,063,325 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰
余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰余
金

当期首残高 50,000 8,880 6,619 15,499 3,620 502,977 506,597 572,097

当期変動額         

新株の発行 445,522 445,522  445,522    891,045

剰余金の配当      △55,766 △55,766 △55,766

当期純利益      361,926 361,926 361,926

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 445,522 445,522 － 445,522 － 306,160 306,160 1,197,205

当期末残高 495,522 454,402 6,619 461,021 3,620 809,138 812,758 1,769,302

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 682 682 1,361 574,141

当期変動額     

新株の発行   △336 890,708

剰余金の配当    △55,766

当期純利益    361,926

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△483 △483 △19 △502

当期変動額合計 △483 △483 △356 1,196,366

当期末残高 199 199 1,004 1,770,507
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当事業年度（自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余

金合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 495,522 454,402 6,619 461,021 3,620 809,138 812,758 － 1,769,302

当期変動額          

新株の発行 78,400 78,400  78,400     156,801

剰余金の配当      △61,587 △61,587  △61,587

当期純利益      515,241 515,241  515,241

自己株式の取得        △402 △402

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 78,400 78,400 - 78,400 - 453,654 453,654 △402 610,053

当期末残高 573,923 532,803 6,619 539,422 3,620 1,262,792 1,266,412 △402 2,379,356

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 199 199 1,004 1,770,507

当期変動額     

新株の発行   △776 156,025

剰余金の配当    △61,587

当期純利益    515,241

自己株式の取得    △402

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△388 △388 － △388

当期変動額合計 △388 △388 △776 608,888

当期末残高 △188 △188 228 2,379,396
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

（ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については、定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　　　　　　　　８～15年

工具、器具及び備品　５～10年

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

（ただし、自社利用ソフトウエアについては社内利用可能期間（主として５年）に基づく定額法によっ

ております。）

 

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度に帰属する額を計上してお

ります。

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（表示方法の変更）

（貸借対照表）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を

反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」に表示していた

0千円は、「その他」として組み替えております。
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（貸借対照表関係）

１　保証債務

　当社は、次の会社について、その他の会社からの仕入債務に対し債務保証を行っております。

前事業年度
（平成29年12月31日）

当事業年度
（平成30年12月31日）

株式会社テクロコ（仕入債務） 9,000千円 株式会社テクロコ（仕入債務） 9,000千円

計 9,000 計 9,000

 

※２　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

（平成29年12月31日）

当事業年度

（平成30年12月31日）

流動資産   

売掛金 24,342千円 20,924千円

前払費用 15,206 13,655

その他 105,366 122,185

流動負債   

買掛金 2,083 4,195

未払金 23,461 15,691

未払費用 462 468

 

３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行（前事業年度は５行）と当座貸越契約を締結し

ております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
当事業年度

（平成30年12月31日）

当座貸越極度額の総額 1,300,000千円 1,200,000千円

借入実行残高 － －

差引額 1,300,000 1,200,000
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当事業年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

関係会社からの受取利息 728 852

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14％、当事業年度17％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度86％、当事業年度83％です。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

 
　前事業年度

（自　平成29年１月１日
　　至　平成29年12月31日）

　当事業年度
（自　平成30年１月１日

　　至　平成30年12月31日）

従業員給与手当 649,670千円 845,045千円

業務委託費 230,297 350,903

賞与引当金繰入額 53,183 72,761

貸倒引当金繰入額 △4,200 22,488

貸倒損失 766 381

減価償却費 46,943 57,414

 

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日）

当事業年度
（自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日）

ソフトウエア 122千円 －千円

計 122 －

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成29年12月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関係会社株式97,813千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。

 

当事業年度（平成30年12月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関係会社株式97,813千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
 

当事業年度
（平成30年12月31日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 2,599千円  8,713千円

未払事業税 6,714  9,903

賞与引当金 16,626  22,694

資産除去債務 4,221  4,249

その他有価証券評価差額金 －  83

投資有価証券評価損 3,170  5,756

その他 3,712  4,740

繰延税金資産小計 37,045  56,140

評価性引当額 △5,343  －

繰延税金資産合計 31,701  56,140

    

繰延税金負債    

資産除去債務 △1,912  △1,569

その他有価証券評価差額金 △88  －

投資簿価修正額 △7,255  △7,255

未払消費税等 △383  △35

繰延税金負債合計 △9,639  △8,860

繰延税金資産の純額 22,061  47,280

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
 

当事業年度
（平成30年12月31日）

流動資産・繰延税金資産 26,328千円  42,158千円

固定資産・繰延税金資産 △4,266千円  5,121千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成29年12月31日）
 

当事業年度
（平成30年12月31日）

法定実効税率 －  30.9％

（調整）    

交際費等永久に損金に参入されない項目 －  0.7

雇用促進税制による税額控除 －  △2.5

住民税均等割 －  0.6

その他 －  △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －  28.6

（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記は省略しております。
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（重要な後発事象）

（子会社の設立）

 当社は、平成31年１月11日開催の取締役会において、以下のとおり子会社を設立することを決議し、平成31年

１月17日付で設立しております。

 

(1）目的

 クラウドファンディングを活用して、地方、中堅・中小及びベンチャー企業の新規事業支援を展開することを

目的として、新たに設立いたしました。

 

(2）子会社の概要

 会社名           ＫＡＳＯＫＵ株式会社

 所在地           東京都千代田区神田駿河台三丁目４番地

 事業の内容       地方、中堅・中小及びベンチャー企業を対象とするクラウドファンディング事業

 資本金           100,000千円（払込金200,000千円のうち、２分の１を資本金へ組入）

 設立の時期       平成31年１月17日

 出資比率         当社100％
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証
券

その他有
価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

リンカーズ株式会社 144 69,120

株式会社電通デジタル・ネットワー
クス

240 1,645

トライオン株式会社 6,000 888

計 6,384 71,654

 
【債券】
　該当事項はありません。
 
【その他】

投資有価証
券

その他有
価証券

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額

（千円）

（投資事業有限責任組合）
SVF-3 SV FRONTIER LLC

180,000 19,720

計 180,000 19,720

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残高
（千円）

有形固定資産        

建物 33,821 － － 33,821 20,107 3,014 13,714

工具、器具及び備品 12,043 － － 12,043 8,615 1,303 3,427

有形固定資産計 45,865 － － 45,865 28,722 4,318 17,142

無形固定資産        

商標権 1,040 － － 1,040 857 104 182

ソフトウエア 237,306 19,050 － 256,356 128,138 52,991 128,217

ソフトウエア仮勘定 5,022 20,658 20,574 5,106 － － 5,106

無形固定資産計 243,369 39,708 20,574 262,502 128,995 53,095 133,506

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア       ソフトウエア仮勘定からの振替         19,050千円

ソフトウエア仮勘定 事業用システム構築                   20,658千円

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 8,423 30,122 10,094 28,452

賞与引当金 53,881 74,935 54,712 74,104

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで

定時株主総会 事業年度末日から３ヶ月以内

基準日 毎年12月31日

剰余金の配当の基準日
毎年６月30日

毎年12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部

株主名簿管理人
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

株式会社アイ・アール ジャパン

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

公告の方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に記載し

て行う。

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。

http://www.sold-out.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。なお、当社の親会社である株式会社

オプトホールディングは、有価証券報告書を提出しております。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第９期）（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日）平成30年３月29日関東財務局長に提出

 

(２）内部統制報告書及びその添付書類

平成30年３月29日関東財務局長に提出

 

(３）四半期報告書及び確認書

（第10期第１四半期）（自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日）平成30年５月10日関東財務局長に提出

（第10期第２四半期）（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）平成30年８月８日関東財務局長に提出

（第10期第３四半期）（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日）平成30年11月８日関東財務局長に提出

 

(４）臨時報告書

平成30年３月30日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づく臨時報告書

平成31年１月11日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく

臨時報告書

平成31年１月31日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく

臨時報告書

平成31年３月22日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく

臨時報告書
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 

 平成31年３月27日

ソウルドアウト株式会社  

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 轟　　　芳英　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 比留間　郁夫　　㊞

 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているソウルドアウト株式会社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適

用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内

部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソウ

ルドアウト株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 平成31年３月27日

ソウルドアウト株式会社  

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 轟　　　芳英　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 比留間　郁夫　　㊞

 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているソウルドアウト株式会社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソウルド

アウト株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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